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平成 21 年度第１回蓮田市公有財産処分審議会会議録 

 

                    日 時：平成 21 年 8 月 19 日（水） 

                            9：30～11:30 

                        場 所：301 会議室 

 

〈出席委員〉長谷部守保会長、萩原和夫副会長、山﨑享一委員、長谷部芳明委員 

      黒須 正委員、植田ほづみ委員、後藤國隆委員 

〈事 務 局〉中野市長、星野総務部長、渡邊総務課長、小林課長補佐、関口主査 

〈付 議 課〉総務課：上記のとおり 

      社会教育課：細井課長、田中文化財保護係長 

      道路課：小林道路課長 

 

〈傍 聴 者〉なし 非公開 

 

1．開  会   渡邊総務課長進行 

委員７名の出席により会議が成立することを報告。 

 

2．あいさつ   中野市長 

 

3．委員自己紹介 

 

4．会長、副会長の選出 

  委員の互選により、会長を長谷部守保委員、副会長を萩原和夫委員に決定 

  （会長、副会長あいさつ） 

 

5． 議事録署名人の指名（会長から山﨑委員、後藤委員を指名） 

 

6．諮問（会長が議長になり進行） 

 諮問書の朗読：事務局（小林補佐） 

・市有地の売払いについて (諮問第１号) 

 

中野市長退席 

 

7．諮問内容等説明：諮問第１号 総務課（小林補佐）、社会教育課（細井課長） 

    諮問第１号 所在地 蓮田市大字黒浜２８０３番５ 

面積  １１．０７㎡ 
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（ 現 地 調 査 ）  

8．質疑応答 
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会議を再開いたします。 

  それでは、何かご質問ございませんか。 

  市道１２６２号線の構造的なものは、どのような構造を予定されていますか。 

道路課の見解といたしましては、道路の拡幅は考えておりません。警察との協

議によりまして、城沼公園通りに出るところは、センターにポールを立てまして、

車の出入りは出来ません。ここは、跨線橋のたもとになっていますので、危険性

が非常に高いということです。例え拡幅したといたしましても、利用度・有効度

を考えましても、あまり効果はないと考えています。理由は、市役所には北側に

道路もありますし、進入道路もありますので、市道１２６２号線は、拡幅する必

要はないと思っています。 

道路課の考えかたは分かりました。建築指導課の見解を聞きたいのですが。こ

こに隣接する建築をした場合には、幅員は何メートル必要なのでしょうか。 

Ｙ宅につきましては、道路の中心から２ｍ後退しております。同じように建築

行為時にはセンターから２ｍ後退が必要だと思います。 

道路課の考えかたは、道路使用上は支障はないが、建築指導課の考えかたは、

センターから２ｍ後退して、４ｍの道路が必要だということですか。 

そのとおりです。 

この道路沿いで、家が建つというところは、何箇所位ありますか。 

申請者のＡさんが計画した場合は、建築は可能だと思います。ただし、当然後

退するという条件のもとで建築は可能ですが、それはＡさん次第ですので、私ど

もでは何とも言えません。 

３ページの資料の公図ですが、例えば地番２７９９－１６は、２７９９－１２

の方が家を作るときに、道路幅員が２ｍ必要なのでセットバックして、家を建て

たと思います。地番２８０３―１の道分が２８０３―４という枝番になっていま

す。これも、おそらくセンターから２ｍのセットバックして、片側２ｍを確保し

てあります。この地図上だけで見ると、今回の土地を幅員２ｍセットバックをし

たほうが良いと感じます。市役所への進入道路が通っていますが、この図面を見

るとそのように感じます。 

地番２８０３番１の枝番になっていますが、２８０３番４は何故このようにし

たのですか。 

地番２８０３―１は、職員駐車場としてＢさんから借りている土地で、一部２

８０３―４のところに、ネットフェンスが張られています。幅員は分かりません

が、５．７５㎡を寄附で採納されています。 

地番２８０３－１については、建築物はありません。ただ、職員の駐車場とし

て採納されている部分については、駐車場となっていると思います。 

地番２８０３－４の下の部分は、陸田か何かになっていると思いますので、農地
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と思いますから、きちんとした仕分けは必要ないと思います。ただ、上の駐車場

として使っている部分については、駐車場として使っているから採納して整理を

したのだと思います。例えばこの上にいったときに、地番２７９９－１６は、家

を建てたので採納したという。では、その途中はどうなんだと言う話になってき

ます。例えば、現況は駐車場で使っています。市が地番２８０３－１を借りたと

きには、駐車場の整備として、道分を中心線から２ｍ確保しているんです。上の

地番２８０２も、下の２８０３－１と同じ考えではないのでしょうか。 

地番２７９９－１６の後退につきましては、建築基準法で定められていて、後

退しなければならない、ということでＹさんが後退をしました。地番２８０３－

４につきましては、駐車場で道路との高低差が相当あります。１番高いところで

１．５ｍぐらいあります。従いまして、道路沿に擁壁を造り、その上にフェンス

を作ってあります。擁壁を造るために、擁壁の部分は後退して造っていただいて

います。道路ぎりぎりに擁壁を造るのではなく、後退をした上で擁壁を造るため

に、その分後退をして採納をしていただきました。建物ではないのですが、構造

物を造るということで、自主的にＢさんが後退していただきました。 

例えば、蓮田市の場合、地主さんが協力してくれて、きちんとルールを守りな

がら行っている人たちが周りにいらしゃいます。私の希望として市も今回のセッ

トバック分については、道路分として分筆して、その残りの部分を売却したほう

が良いと思います。そういうように、周りにきちんと協力してくれる人がいるの

ですから市も道路部分を確保をしてほしい。当然処分価格が安くなりますが、市

は２０～２５ｃｍ確保したなかで、その残りの部分をＡさんに売却した方が良い

のではないかという気がします。 

確認なのですが、地番２８０３－５今回売却する土地の後退部分を残して、売

却するということですか。 

そういうことです。 

一度、現地でＡさんと立ち会った際に、要するに、この土地が欲しいというこ

とでした。当然価格を提示して売却する訳ですが、その際に後退分を残して、購

入したほうが良いのではないでしょうか。という提案はお話をしました。結局セ

ットバック部分をいずれ寄附しなければならないので、Ａさんがお金を出して買

った土地を、また、寄附しなければいけないで、その部分は残されてはという話

はしました。Ａさんは、今現在、他のところで後退する予定もないので、後退す

るときには全部後退させていただくということで、今回については、ある土地に

ついては、そのまま譲っていただければと言う希望がありましたので、このよう

な提案をさせていただきました。 

私の見解で申し訳ございません。委員の話しのように、ここのところを後退を

して残りを、売却をするということになりますと、分筆の作業が必要になりまし

て、セットバック部分は市有地として残すということです。Ａさんが言うには、

いずれ将来的に何かを行うときには、セットバックしますということです。私は、
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Ａさんが望んでいることから行為にあまえて、今回全部売却した方が、測量、分

筆等の費用も考えますと、市にしてみれば得策ではないかと考えます。Ａさんは

現況のままでいくしかないと思っています。Ａさんが、いずれ建築を予定すると

か何かをする時までは、現況のままでいるものと、私は思っています。それであ

れば、ここは、一旦整理をして、Ａさんがアクションを起こしたときには、セッ

トバックをしてもらうということが、得策ではないかと思います。 

損得勘定の話ではなく、市が行う行為ですからきちんとした行為をしてもらい

たい。考え方の違いはあるのですが、道路課のような考え方があるとすれば、一

筆をＡさんから取っていただきたい。当然何か構築物等が発生して作業しなけれ

ばならない折には、素直に基準に準じてやっていただきたい。やっていただくと

いう確約を取っていただいた中で、やっていただきたいということを思います。

というよりも、市のやることをきちんとやって欲しいのです。他の前後がやって

いますから、市が売るにあたって、分筆もしないでそのまま売却してしまったと

いうことは避けてもらいたい。 

委員が言うことも、そのとおりだと思いますが、地図を見る限り地番２８０２

と比べて地番２８０３－５の土地の広さは微々たるものです。建築物を作るとき

には、建築基準法がありますから、セットバックをして道路とする必要がありま

す。将来、建築基準法が変わって、道路は５ｍ必要ということになってくれば、

今セットバックをしたとしても、将来、法が変われば足りなくなってしまいます。

そういうことを考えれば、市有地が土地の広い地番２８０２であれば、セットバ

ックは考慮すべきだと思います。地番２８０３－５に建築物を作るとすれば、地

番２８０２も一緒になりますので、その時に一括して対応すれば良いかと思いま

す。今回の売却については、セットバックをしてという扱いは、Ａさんに一括対

応していただくのが良いと思います。建築基準法がありますから、セットバック

しないで、建物を建てるということは許されないのです。 

 市が持っている土地を売却するのですから、将来的に、セットバックしたもの

を採納したとすれば市の持ち物になるわけです。でしたら、最初からセットバッ

クをした方が良いと考えます。市がやっていることですから、民々がやっている

ことではないのですから、私はそのほうが良いと思います。 

道路課に聞きたいのですが、ここは交差点ですから、隅切りの話になったとき

に、隅切りが必要な土地ですか。通常は２ｍ、２ｍで隅切りしますよね。 

隅切りは、既に地番２８０３－３で隅切りができています。歩道分でできてい

ますので、これは問題はないと思います。 

よろしいですか。ほかに何かありますか。 

無いようでしたら、諮問第１号につきましては、これで、承認させていただい

てよろしいですか。 

私は、反対です。 

多数決だから良いのでは・・。 
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全会一致でなくとも良いのでしょ。 

答申の中に入れてもらえますか。こういう意見があったということを。 

もう一度、確認をとっていただきたいのですが。過半数で決するということに

なっていますので。過半数の決をとっていただきたい。少数意見としてこういう

話があったことを盛り込んで欲しいということがありましたので、そういうこと

でよろしいでしょうか。 

ほかの人が、どのように考えているかが分からないから意見を聞きたい。私と

委員の考え方は分かったのですが、ほかの委員の考え方は分からないから、それ

ではまとめられないでしょう。 

皆さんに意見を聞きたいと思います。 

土地単価４３千円と設定方法教えて下さい。 

不動産鑑定士から、鑑定書をとりまして、鑑定書に基づいて価格を諮問させて

いただきました。 

売却する面積が変わってくると、この処分価格も変わってきますね。 

処分価格は違います。意見を付けるということですので、売却する金額は変わ

らないです。意見を付けて出すのですから、売却してはいけないということでは

ないのです。 

今の発言のように、きっちりしたほうがいとも思いますが、Ａさんは協力的な

人なので、Ａさんの気持ちも大事にしたほうが良いとも思います。 

Ａさんとは、話をしてあるのでしょう。 

社会教育課といたしましては、今後の用地買収等もございますので、Ａさんの

意向に沿って処分できればと考えています。 

はい、次の方お願いします。 

Ａさんから要望があって、セットバックの話も分かっていることで、もし何か

するときには、そのようにしましょうと言う意向ですので、このまま売却で良い

のかな思います。 

Ａさんが欲しいと言っているのだし、少し残して売却するのであれば、全部売

らないで、道路を拡幅して欲しい。歩道を拡幅してほしい。 

全部歩道にするということ。それでは道路がでこぼこになってしまう。 

セットバック部分は、道路にできる。地番２８０２で何かするときには、２８

０２部分もセットバックして道路にできる。Ａさんがそのように言っているのだ

から、処分しても良いのかなと思っている。 

全部売却して良い。４ｍの道路を作らなければ、開発はできない訳なので、Ａ

さんもセットバックの了承もしているし、全部売却してその次の段階でＡさんに

協力いただけばよい思います。まあ、先程の意見も良く分かるので、一筆ではな

いのですが、協力をお願いをしたいと思います。 

皆さんにお聞きしましたが、全部売却しても良いという意見が主でしたが、セ

ットバックすると言うような言葉を、一筆入れられるかどうかを、事務局に聞き
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たいのですが。 

答申としては、審議会の意見として、そういうのを取るように、ということに

なりますから、答申書の条件として付記することは、可能かと思います。 

今後の考え方もありますが、それを取らなくても、委員の意見をこの会の中で

残すということですね。 

ふた通りありますが、契約書の中にその項目を加えることが出来るかどうかと

いうこと。今後、セットバック部分を道路用地として利用する場合については、

全面的に協力していただくこと。そのような内容のことを契約書の中に入れられ

るかどうか。それから、答申の中に、今言いました内容の意見を入れられるかど

うかということがあります。考え方としては、ふた通りになりますが、契約書の

中にそれを入れられるということであれば私は売却しても結構だと思います。答

申の中だけであれば私は反対しますが、意見としてそれを答申の中に入れていた

だけないでしょうかということです。 

Ａさんの所を見ると、事前にセットバックしているから、そういうセットバッ

クはしないというごたごたは起きにくいと思われます。 

だから、最初に承諾してくれても不思議ではないのですが、そういうことをや

ってくれている人だから。 

後退については、建築行為等が発生した場合には、後退の現場を確認した上で、

建築確認を下ろしてますので、後退しないで建築確認は下りませんので、法で定

められた行為になっていますので、それを改めて契約書で守るようにとかいうこ

とを入れると言うのは難しい。例えば、そういうことも良く十分説明して、契約

に望むようにとか、そういう答申をいただいて、Ａさんに良く説明して契約する

ようにと言うような答申をいただいて、それを私どもで、実行するというような

ことは、可能だと思うのですが、法で定められたことですので、それを改めて守

るようにというのは、ちょっと入れにくいといいますか、大変失礼に当たるとい

いますか、できないのではないかと考えています。 

いつも公有財産処分審議会にはこのような難しい問題が上ってくるのですが、

そのような法的な問題があるとすれば、事前にクリアした中で、審議会にかけて

欲しいという気持ちはあります。市はそのように希望したのだから、何故その希

望通りにＡさんに納得していただかなかったのかが、私は不思議でなりません。 

その件について、市は希望したわけではなくて、Ａさんが今回お金を払って取

得される土地は、何かあるときには一部は寄附されるのですが、それでもよろし

いのですかということを、Ａさんには確認したということで、市はここ残してく

れとか、そういうふうに言った訳ではございません。今回Ａさんがお金を出して

買う土地なんだけれど、将来建築する際には一部は市に寄附することになります

よ、ということを確認しました。 

だから、売り払いする土地は今まで市がその土地を持っているのですよ。市は

基本的には、この土地にいろいろな構築物を作る場合には、２０から２５ｃｍ分
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は道路分として認めないと何もできないということは、市は事実として分かっている

訳です。そうではなくて、今までずっとその家が持っている土地で、道路が３．６ｍ

しかないんだというときに、何か作るときに申し訳ないけど採納してもらえませんか、

というのはそれで良いのです。そうでなくて、今まで市が持っている土地なのだから、

こういう手続きをして、こういうようにしたほうが良いのではないかと思うわけです。

今までその土地を持っていて、どんどん日本の法が改正されていって、今の建築基準

法では、４ｍか５ｍなくてはだめだとなっているから、だから４ｍ道路にするために

は、その分は申し訳ないけど採納してもらえませんかという話になるわけですよ。５

ｍ道路にするためには買収で良い訳ですから。４ｍ道路だから、採納してもらえませ

んかという話になってくるのだけれど、市が今まで持っている土地だから、そういう

形をとった中で売却したほうが良いかなと思います。 

この土地は代替地ですよね、こちらが買うための条件として、Ａさんが出してきた

わけですよね。 

この土地はもともとは、Ｂさんが持っていた土地ですよね。Ａさんが持ってい

た土地ではないのでしょう。 

貝塚遺跡の土地を買収しているから、下の田んぼを買収しているから、これが

ほしいということですよね。 

直接は土地の交換という訳ではないのですが、黒浜貝塚でＡさんの７千㎡の土

地、田んぼもありますし、駐車場脇の山林もたくさんあります。そちらを買わせ

ていただく中で、そういうのに協力している中で、今回の土地に対しては取得し

たいという要望書が出ています。Ａさんもそれを買収の条件にされている訳では

ないのですが、そういう状況の中でこの話が出てきたということです。 

契約書に一文を入れられるかどうかという話しがありましたが、契約書に入れ

られない理屈は基本的には無いと思います。契約自由の原則というのが民法で決

まっているのですから。条件というほどのものではないのですが、そういう気持

ちを伝える一文を入れておくということは、それにはんこを押させる、という認

識のものになるのか、そういうものではないと私は思います。市の公有財産なの

で処分に当たってはそのようなことも考えてくださいという要望的なことですよ

ね。そのようなことを入れることについては、私は何の障害は無いと思います。

入れるほうが、親切ではあります。民間の単なる売買とは違い、市有地を管理し

た処分については、そういう文章を入れる。あるいは覚書でも良いと思います。

しかも、買取要望書の中には協力しますとなっています。できるならば、契約書

としては、あまり格好のいいものではないことは確かですが、覚書で市のほうも

こういうお願いをしましたよと、分かりましたよということで、整えればよい。

委員の意見もそうですが、公有地ですからそれに配慮しておくことはあったほう

が良いと思います。だけど買ったほうでも、ここは市の土地で、こっちはうちが

買取ったんです。そんな管理は大変ですよ。処分するなら全部のほうが良いでし

ょうし、公有地を処分という公共性をどこかに持たせるとすれば、覚書くらいで
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委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

処理はできるのではないでしょうか。私はそのように思います。契約書の中に入

れることも、絶対にそんなことはいけないということは、法律にもどこにも書い

てありません。 

確かに、法的に入れられないと申し上げたのではなく、いろいろ協力をいただ

いてる訳ですから、入れずらいということです。 

 そういうように考えることは無いと思います。契約書の中に堂々と入れるというこ

とは、かっこいいことではありません。ですから、覚書ぐらいでこういうことは考え

といてねということは、公共性の立場から・・・ 

後退するということは、相手は分かっていると言っているのだから、書くのも

どうかと思います。後退については、法律で決まっていることだから、法律で決

まっていることを契約書の入れるというのは変ではないでしょか。    

構築物を作るとなれば、当然建築基準法が働いてくる訳ですから、許されない

訳です。ただし、委員の意見は、もしこれが道路にということになれば、公有地

に寄附させるということになるだろうと、これは筋違いではないだろうかという

ことで、そういう見方も確かにありますから、そういうことを配慮したというこ

とを、どこかに残すことに意味はあると思います。契約書の中に入れることまで

はないでしょうと思います。                 

委員の言ってるのは、公有地だから２ｍにセットバックして、市はそれを残し

て売るのが親切なのではないかと言っているのです。セットバックした分につい

ては、売却してはまずいといっている。契約上はどうこうというのではなくて、

基本的にはセットバック分については、売却してはまずい。私は、そういう解釈

をしています。 

私は売買は実行すべきだと思います。こんなもの市が管理すべき土地ではない

思います。隣接している民間の所有地の人だって、わずか端っこだけが市有地だ

よというのは、管理しにくいと思います。使いづらいと思います。処分すべきだ

と思います。 

だから、要らない部分については、売却しても良いんです。道路分として貴重

な部分もあるから、その部分は残して置きなさいという話です。貴重な部分がも

ともとご先祖様が持っている土地ならば、申し訳ないけど採納して下さいと言う

話になるのですが、この土地は市で持っていて、市が管理をしている土地だから、

道路分については売らなくっても良いのではないでしょうか。残りの要らない土

地については売却して結構ですよと思っているわけです。 

全体として皆さんが売って良いと言っているのですから、委員が言っている思

いを、答申の中にこうあるべきであるという意見があったということを入れれば

よい思います。多数決では売ってよいということなので、それをこれ以上議論し

てもしかたが無いと思います。 

審議会の中で委員からこういう話がありましたということを、答申書の中に、

入れて作れるかどうかということですがどうでしょうか。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

委員 

 

 

公有財産処分審議会というのは、蓮田特有のものなのです。ほかの所にはあま

りないという、市の判断で作れるものなので、処分できるものなので、蓮田の公

有財産処分審議会は、川島の埋立地の件で、いろいろやったときに設置しました。

それから、田市の場合はずっと設置されているます。我々が任されている以上

は、市民の代表として皆さんの財産を処分している訳ですから、その審議を重ね

てやっていく必要はあると感じています。自分の能力の範囲の中で考えられるこ

とは、お伝えして行こうと思っています。ただし、最終的には市長の判断ですか

ら、審議会の答申が出ても最終的には市長の判断です。答申とは違った判断もあ

り得るのです。ただ、審議会とすれば市民の代表ですから。 

事務局で相談した案ということですが、諮問どおり売却することについては異

議はない。ただし、以下の条件を付すということで、その条件を今、読み上げた

いと思います。建築行為を行う場合には道路後退が必要となることを十分説明し

理解を得た上で売却すること。もしくは、契約すること。ということを事務局の

案とさせていただきました。 

土地を買う人が、悪い訳ではないのです。市のやろうとしている態度が公共物

を処分する訳で、その時にそれで良いのか、ということです。市が持ち物として

持っている訳で、最終的には建築基準法の中では、その部分は道路として必要に

なってくる訳です。その道路分は防災面とか安全面とかいろいろな中で、国で決

まっている基準が最低が４ｍだから、市としては、その４ｍを確保したい訳です。

市が４ｍいらないというのであれば構わないですけれども、そのようにはならな

いはずですから、建築基準法で家を作る以上は４ｍ確保してくださいという言っ

ているのですから本来はそこでリンクしているはずなのです。道路課の意見は、

実際は拡幅整備はいらないという話だったが、建築基準法という法律の中では必

要だと言っている訳です。だから、それを分かっている市がやることですから、

きちんとしたことをやったほうが良いのではないでしょうかと言っているので

す。Ａさんが、ああじゃないこうじゃないということであれば、売ってあげれば

いいと思うのです。ただ、市が売ることなので、民々での売買ではないので。  

市が持っているものを売るのだから後退して売るのが本当なのだけれども、後

退することについてＡさんに説明したところ、後で切ってもいいから全部ほしい

とい言っているということなんでしょ。そういう言葉をどこかに残せばいいじゃ

ないですか。 

確かに、委員のおしゃるとおりだと思います。Ａさんの意向と、公図を見ても

分かりますが道路に長く接する２８０２番地と同じＡさんが持っているというこ

とで、最終的には建築等の際には道路に広く長く、Ａさんにご協力いただけると

いうことですので、ご理解いただければと思います。 

処分審議会の意見としては道部分を残して売ったほうが良いと思いますよ、あ

とは市長が判断してください。で良いんじゃないの。どうしても売りたかったら

売ればいいんだから。       
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委員 

 

 

委員 
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事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

会長 

 

 

 

市長 

 

あんまり答申をかっこいい答申を作ろうと思うからなんだよ。 

建築基準法とかいろいろ法律から言えば、本来は道分は残して売るべきですよ。 

道は道として使えるわけですよ。法律で認められて使えるわけですよ。 

案ができたようなので、事務局お願いします。 

諮問どおり答申するという文章がありまして、その次に、ただし市道１２６２

号線沿いの道路後退分を残して売却すべきという意見があった。 

よろしければ、それで今答申書を作ってきたいと思います。 

今、事務局で作っていただいた答申書の中の、文章でよろしいという方は挙手

願います。 

（全員賛成） 

残すべきだというのは、私だって残すのは残しても良いと思うよ。でも、Ａさ

んが欲しいと言っているのだから、それで良いと思う。Ａさんが買いたくないと

言えば残せというよ当然。 

確かに測量代がかかるのと、その分が減るから安価になってしまいます。市と

すればやりたくないのはわかります。でもそういうものではないから公共のもの

を売却するというのは。 

だめなものはだめという意見があったということでいい。 

答申書、諮問第１号について答申、下記の土地の売り払いについては、当審議

会は、諮問どおり処分する旨決定したので答申します。ただし、市道１２６２号

沿いの道路後退部分を残して売却すべきという意見があった。という文章をその

中にいれて、答申書を作ります。 

それでお願いします。 

 

(暫時 休憩) 

 

（前回諮問の結果報告） 総務課（事務局） 

 

それでは再開したいと思います。今、答申書がまとまりましたので、事務局か

ら朗読していただきたいと思います。 

 (答申書の朗読) 

ただいまの答申内容で、ほかにご意見ありますか。 

（全員なし） 

それでは、委員さんの同意をいただきましたので、決定させていただきます。 

 

 (答申書の受理) 

大変ありがとうございます。 

 

9．閉  会   萩原副会長   11 時 30 分終了 


